
事 務 連 絡

平成23年 3月18日

各都道府県 衛生主管部局 御中

厚生労働省健康局結核感染症課

東北地方太平洋沖地震の発生を受けた行政備蓄抗インフルエンザウイルス薬

(タミフル ･リレンザ)の使用について

平成23年 3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震への対応につきましては､多

大な御協力を賜り､厚く御礼申し上げます｡

当該地震につきましては､被災された地域の避難所等においてインフルエンザ等の感

染症がまん延する危険性があり､また､それに対応した必要物資の不足等の発生が懸念

されております｡

現状においては､抗インフルエンザウイルス薬の製造販売業者及び卸売販売業者の在

庫量は確保されており､必要量については十分に供給可能な状況にあると聞いておりま

すが､加えて以下の対応をとることといたしますのでお知らせいたします｡

現在､都道府県において備蓄している抗インフルエンザウイルス薬については､ ｢新

型インフルエンザ対策行動計画Jに基づく目的以外の使用及び譲渡はしないこととされ

七おります｡

この度､別添でお示ししている通り､都道府県において備蓄している抗インフルエン

ザウイルス薬を今般の地震対応として使用することについて､製造販売業者の同意が得

られたところです｡

つきましては､被災された地域の避難所等においてインフルエンザの感染予防又は治

療用として使用が必要と認められる場合には､それぞれの都道府県 (被災地への支援を

行う被災地以外の都道府県を含む)において備蓄している抗インフルエンザウイルス薬

を被災された方々に対して提供することが可能となりましたので､適切なご対応をお願
いいたします｡

なお､概要につきましては､下記をご参照下さい｡

記

1 タミフルについて

○都道府県の備蓄タミフルについて､避難所生活をされている被災者の方々のインフ

ルエンザ罷患予防及び治療用に限り､使用することができる｡

○現在､一般市場流通用タミフルについては､製造販売業者及び卸売販売業者の在庫

が十分に確保できており､万全の供給体制をとっている｡



○特に被災地の医療機関に対しては､最優先に配送する体制としている｡

○今後､地震の被害が拡大し､供給体制等に問題が生じた等の理由により､避難所生

活をされている被災者の方々以外への使用が必要とされる場合には､その際に改め

て協議する｡

2 リレンザについて

○都道府県の備蓄リレンザについて､被災地の方々のインフルエンザ羅患予防及び治

療用に使用することができる｡

○現在､一般市場流通用リレンザについては､製造販売業者及び卸売販売業者の在庫

が十分に確保できており､万全の供給体制をとっている｡

(参考資料 1)

｢東北地方太平洋沖地震被災地における行政備蓄用タミフルの使用について｣

中外製薬株式会社

(参考資料2)

｢東日本大震災被災地における行政備蓄用リレンザの使用につきまして｣

グラクソ.スミスクライン株式会社



中タt製薬株 式会社

【参考資料 1】

匝｣
㊥ ･,ね 51h-プ

2011年 3月 17日

中外製薬株式会社

営業本部長 戸早 ､正昭

厚生労働省健康局

結核感染症課長 .

亀井 美登里 殿

東北地方太平洋沖地震被災地における行政備蓄用タミフルの使用について

平素は格別のご高配を賜り､厚く御礼申し上げます｡㌔

さて､貴課より､この度の東北地方太平洋沖地震によ卑被災者の方々において､避難
所での不自由な生活に加えてインフルエンザ流行の兆しが見受けられることから､国及

び都道府県が新型インフルエンザ対策として備蓄しているタミフルを当該被災者に提

-供し､インフルエンザ篠息予防及び治療用として使用したいとのご意向を受けました｡

本件につきまして､弊社として､以下のとおりご回答申し上げます｡

記

1.行政備蓄用タミフルについてはその売買契約条項において､｢政府が策定した新型

インフ).レニンザ対策行動計画に基づく目的以外の使用又は譲渡はしないものとする｣
としています｡

2!.また､現在､一般市場流通用タミフルの供給につきましては､十分なる弊社及び卸

店在庫量を確保しており､被災地の医療機関はもとよ､り全国の医療機関の需要に対し

て万全の供給体制をとっております｡特に被災地の医療機関向けにつきましてはタミ

フルを最優先に配送し､弊社の取引先卸店からも万全の供給体制を取るべく努力をし

ているとこころであるとの連絡をいただいております｡ ､

3.しかしながら､この度の巨大地震により避難所生活を強いられている多<の被災者

の方々の窮状に鑑みて､必要と認められる場合にうき､都道府県及び国が備蓄されて

いる･タミフルをこ避難所生活をされている被災者の方々のインフルエンザ確患予防及

び治療用に限り提供することについて､弊社としても異存なくご同意申し上げます｡

4.また､今後において､･万が一､地震の被害が拡大し､また､供給体制に問題が生じ

た等の理由により､避難所生晴をされてい草被災者の方々以外にも備蓄用タミフルの
使用が必要となったとき､弊社としても柔軟に対応させていただく所存でございます

切で､その際'は改め̀てご相談いただきますようお願いい･たします｡

以 上



【参考資料 2】■

20日 年 3月 18円

グラクソ･スミ

代表肋締役祉
･･テオーシ坤,R会社

厚生労働省健康局結核感放症緋長

亀井 美登里 殿

東 日本大震災被災地における行政備蓄用 リレシザの使用につきま して

平素は格別のご満配を賜り､厚く御礼申し1こげます｡

このIRの舶 日本大贋災により被災地の避!馳軒で火変イこ白山な生1,i;･を強いられておられる

被災者の方々においてインフルチンザ流行の兆候が見られ､今後の統行状況によっては市

城に 卜分な抗インフルエンザ燕の供給が行えない勘合-の対応として､幽および都道府蝿

で備蓄している1)レンザ女神fJ川),のj7々 のインフルエザ滞忠T,防および粉蛸q]として倍州

したいとのご意向を墳きました｡

本件につきまして､以下のとおりご回答を申し上げますB

● 現在､市場流通用リレンザは弊祉および卸_tEP7.を I･分に価供しており､被災地の医

療機榊のみならず全国の粛要に対し万令の供給体制をとり安定供給に努めております｡

● 行政傭滞川リレンザにつきましては､その尤貿奥約掛こおいて,政府が旅'jfした ｢新

型インフルエンザ対策行弛計耐｣に#-づく行政側#用とし､これ以外の朗 勺で使用し､

または横波しないものとすると記されていますo

Lかし､この度の被災地の現状を鑑み､今後､行政備帯川リレンザの使Jilが必欝と

判断される場合につきましては､弊社といたしましては興存なく同意申しhげる次第

でございますO

● 今回の対応によって行政淵掛 11ウレンザを使用されました嚇合につきましては､弊

社1JIl#,馴こて使用分の無償にて補充をさせて.lB-く所存でご如 ､ます｡

以上


